
 
取引所外売買業務の見直しに伴う「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関す

る規則」等の一部改正について 

                   日証協 平成 26年７月 15日      

 

本協会及び本協会の会員が行う上場株券等の取引所外売買業務の見直しのために、「金融

商品取引業協会等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第53号）の一部が改正されたこと

を受け、本協会は、投資者に対する取引所外売買に関する情報提供の水準を維持しつつ、

当該見直しに伴う所要の整備を図るため、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等

に関する規則」等の一部改正を行った。 

 

 本規則改正は、平成 28年９月５日（※）から施行する。 

※ 現行の報告公表システムの再構築を同時期に実施予定。 

 本規則改正の趣旨骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。 
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取引所外売買業務の見直しに伴う「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に 

関する規則」等の一部改正について 

 

平成 26 年７月 15 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 

 今般、本協会及び本協会の会員（以下「会員」という。）が行う上場株券等の取引所外売

買業務の見直しのために、「金融商品取引業協会等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府

令第 53号）の一部が改正される予定である。 

 これを受け、本協会では、投資者に対する取引所外売買に関する情報提供の水準を維持し

つつ、当該見直しに伴う所要の整備を図るため、「上場株券等の取引所金融商品市場外での

売買等に関する規則」等の一部を改正することとする。 

 

Ⅱ．改正の骨子 

１．「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」（以下「規則」という。）

の一部改正について 

(１) 認可会員による取引所外売買に係る申込み及び売買の報告 

① 認可会員が認可業務により申込みを行った場合又は売買を成立させた場合における

本協会への報告期限を、申込みを行った日又は売買が成立した日の翌営業日の午前８時

30分までとする。 

（規則第 10条第２項及び第 11条第２項） 

 

② 上記①の報告の内容のうち申込みに係る価格及び数量は、当該申込みを行った日にお

ける最良買い気配及び最良売り気配並びにこれらに係る数量とする。 

（規則第 10条第１項第３号及び第４号） 

 

(２) 会員からの報告に基づく本協会による公表等 

① 本協会は、認可会員から上記(１)の報告を受けた場合には、同(１)②に掲げる事項そ

の他本協会が必要と認める事項を、遅滞なく認可会員に通知することとする。 

（規則第 14条第１項・第２項） 

 

② 本協会は、認可会員を含む会員からの報告に基づき、銘柄別の申込みに係る価格及び

数量その他本協会が必要と認める事項を日々取りまとめ、公表することとする。 

（規則第９条第３項及び第 14条第３項） 

 

(３) 認可業務による取引所外売買に係る売買価格等の閲覧 

① 認可会員は、認可業務により申込みを行った場合又は売買を成立させた場合には、細
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則で定める方法により、申込み後又は売買成立後５分以内に、申込みに係る価格又は売

買価格その他本協会が定める事項を閲覧することができる状態に置かなければならない

こととする。 

（規則第 17条の２第１項及び第 17条の３第１項） 

 

② 認可会員は、上記①の状態に置いた申込みに係る価格等について、正確かつ最新の内

容に保たなければならないこととする。 

（規則第 17条の２第２項及び第 17条の３第２項） 

 

③ 認可会員は、申込みに係る価格等について、他の認可会員との間での比較が可能な形

で、上記①及び②の措置をとることとする。 

（規則第 17条の２第３項及び第 17条の３第２項） 

 

(４) その他 

① 「報告公表システム」及び「ＰＴＳシステム」の用語について、「報告公表システム」

に整理統合することとする。 

（規則第２条第４号及び改正前の第２条第７号） 

 

② 当分の間、徴収しないものとされているＰＴＳシステム負担金について、２．③の負

担金に改めることとする。 

（改正前の規則第 16条及び平成 19年９月 18日改正付則第２項） 

 

③ その他所要の整備を行う。 

 

２．「「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」に関する細則」（以

下「細則」という。）の一部改正について 

① 本協会は、上記１．(２)②により日々取りまとめ、公表する一日の申込みに係る価格

及び数量等に係る情報については、申込みが行われた日の翌営業日の午前８時 30分まで

に報告が行われたものを、当該翌営業日の午前 11時 00分までに、公表することとする。

また、日々取りまとめ、公表する一日の売買価格及び売買数量等に係る情報についても、

同様とする。 

（細則第５条第２項及び第３項） 

 

② 上記１．(３)①の細則で定める方法は、報告公表システムのウェブサイトを利用する

方法とする。 

（細則第７条第１項） 

 

③ 認可会員は、上記１．(３)の措置に関し、上記②の報告公表システムのウェブサイト

を利用することについて、本協会に対し、負担金を支払わなければならないこととする。

ただし、当該負担金は、当分の間、徴収しないものとする。 



－3－ 

（細則第７条第３項及び改正付則第２項） 

 

④ その他所要の整備を行う。 

 

３．「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に係る通知に関するガイドライン」の

一部改正について 

○ 上記１．(４)①の改正に伴う所要の整備を行う。 

 

Ⅲ．施行の時期 

 この改正は、平成 28年９月５日（※）から施行する。 

※ 現行の報告公表システムの再構築を同時期に実施予定。 

 

以  上 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先 

日本証券業協会 自主規制本部エクイティ市場部（市場監理担当）（Tel：03－3667－8481） 
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「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正について 

 

平成 26 年７月 15 日 

（下線部分改正） 

新 旧 

  

 （定義）  （定義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

１～３  （ 現行どおり ） １～３  （ 省   略 ） 

４ 報告公表システム 

 取引所外売買の報告及び当該取引所外

売買に係る売買価格等の公表等を行うた

めの本協会が管理運営するシステムをい

う。 

４ 報告公表システム 

 本協会が管理運営する取引所外売買に

関する価格情報等報告公表システムをい

う。 

５・６  （ 現行どおり ） ５・６  （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ７ ＰＴＳシステム 

 本協会が管理運営する私設取引システ

ム価格情報等報告公表システムをいう。 

７    （ 現行どおり ） ８    （ 省   略 ） 

８    （ 現行どおり ） ９    （ 省   略 ） 

  

第 ４ 章  報告及び公表等 第 ４ 章  報告及び公表 

第 １ 節  認可業務による取引所外売買以

外の取引所外売買の報告及び公表等 

第 １ 節  ＰＴＳシステムを通じない取引

所外売買の報告及び公表 

  

 （売買等の報告）  （売買等の報告） 

第 ７ 条 会員は、同時に多数の者に対し、取

引所金融商品市場外での上場株券等の売付

け又は買付けの申込み（以下「申込み」とい

う。）を行った場合（当該申込みを認可業務

により行った場合を除く。）には、次の各号

に掲げる事項を、報告公表システムを通じ

て、本協会に報告しなければならない。 

第 ７ 条 会員は、同時に多数の者に対し、取

引所金融商品市場外での上場株券等の売付

け又は買付けの申込み（以下「申込み」とい

う。）を行った場合には、次の各号に掲げる

事項を、報告公表システムを通じて、本協会

に報告しなければならない。 

１・２  （ 現行どおり ） １・２  （ 省   略 ） 

３ 申込みに係る価格（細則で定める申込み ３ 申込みに係る価格（細則で定める申込み
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に係る価格であって、買いに係る申込みに

あっては当該銘柄中最も高いものを、売り

に係る申込みにあっては当該銘柄中最も

低いものをいう。以下同じ。） 

に係る価格であって、買いに係る申込みに

あっては当該銘柄中最も高いものを、売り

に係る申込みにあっては当該銘柄中最も

安いものをいう。） 

４・５  （ 現行どおり ） ４・５  （ 省   略 ） 

２ 会員は、取引所外売買が成立した場合（当

該取引所外売買が認可業務により成立した

場合を除く。）には、次の各号に掲げる事項

を、報告公表システムを通じて、本協会に報

告しなければならない。 

２ 会員は、取引所外売買が成立した場合に

は、次の各号に掲げる事項を、報告公表シス

テムを通じて、本協会に報告しなければなら

ない。 

１    （ 現行どおり ） １    （ 省   略 ） 

２ 売買価格（細則で定める売買価格をい

う。以下同じ。） 

２ 売買価格（細則で定める売買価格をい

う。） 

３～９  （ 現行どおり ） ３～９  （ 省   略 ） 

３     （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

  

 （売買等の報告の訂正又は取消し）  （売買等の報告の訂正又は取消し） 

第 ８ 条  （ 現行どおり ） 第 ８ 条  （ 省   略 ） 

２ 前条第２項の規定に基づき行った売買の

報告の訂正又は取消しを行う場合であって、

次の各号に掲げる訂正又は取消しを行おう

とする場合には、報告公表システムに代え

て、所定の方法により報告しなければならな

い。 

２ 前条第２項の規定に基づき行った売買の

報告の訂正又は取消しを行う場合であって、

次の各号に掲げる訂正又は取消しを行おう

とする場合には、報告公表システムに代え

て、所定の報告書類により報告しなければな

らない。 

１～３  （ 現行どおり ） １～３  （ 省   略 ） 

  

 （売買価格等の公表等）  （売買価格等の公表等） 

第 ９ 条  （ 現行どおり ） 第 ９ 条  （ 省   略 ） 

２     （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 

３ 本協会は、第７条第１項の報告及び前条に

規定する報告のうち申込みに係るものに基

づき、上場株券等の銘柄別の申込みに係る価

格及び数量その他本協会が必要と認める事

項を日々取りまとめ、公表する。 

（ 新   設 ） 

４ 本協会は、第７条第２項の報告及び前条に

規定する報告のうち売買に係るものに基づ

き、上場株券等の種類毎の売買数量、銘柄別

３ 本協会は、第７条第２項及び前条に規定す

る報告のうち売買に係るものの報告に基づ

き、上場株券等の種類毎の売買数量及び銘柄
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の売買価格及び売買数量その他本協会が必

要と認める事項を日々取りまとめ、公表す

る。 

別の売買価格、売買数量を日々取りまとめ、

会員へ通知するとともに、公表する。 

  

第 ２ 節  認可業務による取引所外売買の

報告及び公表等 

第 ２ 節  ＰＴＳシステムを通じた取引所

外売買の報告及び公表 

  

 （申込みの報告）  （申込みの報告） 

第 10 条 認可会員は、認可業務により申込み

を行った場合には、次の各号に掲げる事項

を、報告公表システムを通じて、本協会に報

告しなければならない。 

第 10 条 認可会員は、認可業務により申込み

を行った場合には、第７条第１項各号に掲げ

る事項を、ＰＴＳシステムを通じて、本協会

に報告しなければならない。 

１ 銘柄名 （ 新   設 ） 

２ 申込みに係る売り又は買いの別 （ 新   設 ） 

３ 申込みに係る価格のうち、次に掲げるも

の 

イ 買いに係る申込みにあっては、当該申

込みを行った日における当該銘柄中最

も高いもの 

ロ 売りに係る申込みにあっては、当該申

込みを行った日における当該銘柄中最

も低いもの 

（ 新   設 ） 

４ 前号イ又はロの申込みに係る数量 （ 新   設 ） 

５ その他本協会が必要と認める事項 （ 新   設 ） 

２ 前項の報告は、申込みを行った日の翌営業

日の午前８時30分までに行わなければなら

ない。 

２ 前項の報告は、申込み後５分以内に行わな

ければならない。 

（ 削   る ） ３ 第１項により報告した申込みを取り下げ

た場合には、ＰＴＳシステムを通じて、その

旨を報告しなければならない。 

（ 削   る ） ４ 午後11時59分までに報告した申込みを翌

日以降も継続しようとする場合は、当該翌日

以降速やかに、改めて、ＰＴＳシステムを通

じて当該申込みを報告しなければならない。 

（ 削   る ） ５ 第６条の規定により売買の停止が行われ

た銘柄について、その売買が再開された後に

申込みを行う場合は、改めて、ＰＴＳシステ
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ムを通じて当該申込みを報告しなければな

らない。 

３ 報告公表システムの稼働の休止又は支障

の発生その他本協会がやむを得ないと認め

る事由により、第１項の報告が行えない場合

には、所定の方法により報告しなければなら

ない。 

６ ＰＴＳシステムの稼働の休止又は支障の

発生その他本協会がやむを得ないと認める

事情により、第１項及び第３項の報告が行え

ない場合、所定の報告書類により報告しなけ

ればならない。 

  

 （売買の報告）  （売買の報告） 

第 11 条 認可会員は、認可業務により成立さ

せた売買について、第７条第２項各号に掲げ

る事項を、報告公表システムを通じて、本協

会に報告しなければならない。 

第 11 条 認可会員は、認可業務により成立さ

せた売買について、第７条第２項各号に掲げ

る事項を、ＰＴＳシステムを通じて、本協会

に報告しなければならない。 

２ 前項の報告は、売買を成立させた日の翌営

業日の午前８時30分までに行わなければな

らない。 

２ 前項の報告は、売買成立後５分以内に行わ

なければならない。 

３ 前条第３項の規定は、前２項の規定による

売買の報告について準用する。 

３ 前条第６項の規定は、前２項の規定による

売買の報告について準用する。 

４     （ 現行どおり ） ４     （ 省   略 ） 

  

 （売買等の報告の訂正又は取消し）  （売買等の報告の訂正又は取消し） 

第 12 条 認可会員は、第 10 条第１項の規定

に基づき行った申込みの報告及び前条第１

項の規定に基づき行った売買の報告の訂正

又は取消しを行おうとする場合には、報告公

表システムを通じて、速やかに報告しなけれ

ばならない。 

第 12 条 認可会員は、第10条第１項の規定に

基づき行った申込みの報告及び前条第１項

の規定に基づき行った売買の報告の訂正又

は取消しを行おうとする場合は、ＰＴＳシス

テムを通じて、速やかに報告しなければなら

ない。 

２ 第 10 条第１項の規定に基づき行った申込

みの報告及び前条第１項の規定に基づき行

った売買の報告の訂正又は取消しを行う場

合であって、申込み又は売買が行われた日の

翌営業日の午前８時 30 分後に当該訂正又は

取消しを行おうとする場合には、報告公表シ

ステムに代えて、所定の方法により報告しな

ければならない。 

２ 前条第１項の規定に基づき行った売買の

報告の訂正又は取消しを行う場合であって、

売買が行われた日の翌日以降に当該訂正又

は取消しを行おうとする場合は、ＰＴＳシス

テムに代えて、所定の報告書類により報告し

なければならない。 

３ 認可会員は、第 10 条第３項（前条第３項

において準用する場合を含む。）の規定に基

３ 認可会員は、第10条第６項（前条第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づ
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づき行った報告又は取消しを行おうとする

場合には、所定の方法により速やかに報告し

なければならない。 

き報告書類により行った報告又は取消しを

行おうとする場合は、所定の報告書類により

速やかに報告しなければならない。 

４ 認可会員は、報告公表システムの稼働の休

止又は支障の発生その他本協会がやむを得

ないと認める事由により、第１項に規定する

報告が行えない場合には、所定の方法により

速やかに報告しなければならない。 

４ 認可会員は、ＰＴＳシステムの稼働が休止

し又は稼働に支障が生じ、第１項に規定する

報告が行えない場合には、所定の報告書類に

より速やかに報告しなければならない。 

  

 （売買価格等の公表等）  （売買価格及び申込みの公表等） 

第 14 条 本協会は、認可会員から第10条第１

項の報告又は第12条第１項に規定する報告

のうち申込みに係るものを受けた場合には、

次の各号に掲げる事項を、遅滞なく認可会員

に通知する。 

第 14 条 本協会は、認可会員から第10条第１

項又は第12条第１項に規定する報告のうち

申込みに係るものに基づく報告を受けた場

合は、次に掲げる事項を、直ちに認可会員に

通知するとともに、ＰＴＳシステムのウェブ

サイトにおいて、公表する。 

１・２  （ 現行どおり ） １・２  （ 省   略 ） 

３ 申込みに係る価格のうち、第10条第１項

第３号イ又はロに規定するもの 

３ 申込みに係る価格 

４ 申込みに係る数量のうち、第10条第１項

第４号に規定するもの 

４ 申込みに係る数量 

（ 削   る ） ５ 申込みの時刻 

５    （ 現行どおり ） ６    （ 省   略 ） 

２ 本協会は、認可会員から第11条第１項の報

告又は第12条第１項に規定する報告のうち

売買に係るものを受けた場合には、次の各号

に掲げる事項を、遅滞なく認可会員に通知す

る。 

２ 本協会は、認可会員から第11条第１項及び

第12条第１項に規定する報告のうち売買に

係るものに基づく報告を受けた場合は、次に

掲げる事項を、速やかに認可会員に通知する

とともに、ＰＴＳシステムのウェブサイトに

おいて、公表する。 

１～５  （ 現行どおり ） １～５  （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ３ 本協会は、前２項の公表に当たっては、認

可会員間での比較が可能な形で行う。 

（ 削   る ） ４ 第１項及び第２項の公表を行ったのち、当

該内容に修正が生じた場合は、本協会は直ち

にこれを修正し、公表する。 

３ 本協会は、第 10 条第１項の報告及び第 12

条に規定する報告のうち申込みに係るもの

（ 新   設 ） 
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に基づき、上場株券等の銘柄別の申込みに係

る価格及び数量その他本協会が必要と認め

る事項を日々取りまとめ、公表する。 

４ 本協会は、第 11 条第１項の報告及び第 12

条に規定する報告のうち売買に係るものに

基づき、上場株券等の種類毎の売買数量、銘

柄別の売買価格及び売買数量その他本協会

が必要と認める事項を日々取りまとめ、公表

する。 

（ 新   設 ） 

  

 （報告公表システムの利用の届出）  （ＰＴＳシステム利用の届出） 

第 15 条 認可会員が認可業務により行った

申込み及び成立させた売買について、報告公

表システムを通じて報告しようとする場合

は、あらかじめ、所定の様式により、本協会

に届け出なければならない。 

第 15 条 認可会員が認可業務により行った

申込み及び成立させた売買について、ＰＴＳ

システムを通じて報告しようとする場合は、

あらかじめ、所定の様式により、本協会に届

け出なければならない。 

２     （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 

３ 認可会員が認可業務により行った申込み

及び成立させた売買について、報告公表シス

テムを通じて報告することを取り止める場

合には、あらかじめ、所定の様式により、本

協会に届け出なければならない。 

３ 認可会員が認可業務により行った申込み

及び成立させた売買について、ＰＴＳシステ

ムを通じて報告することを取り止める場合

には、あらかじめ、所定の様式により、本協

会に届け出なければならない。 

  

  （ＰＴＳシステム負担金） 

第 16 条 削除 第 16 条 認可会員は、ＰＴＳシステムを通じ

て行った第10条及び第11条の規定に基づく

報告に関し、本協会に対し、ＰＴＳシステム

負担金を支払わなければならない。 

  

 （報告公表システムの利用停止）  （ＰＴＳシステムの利用停止） 

第 17 条 本協会は、投資者の保護及び報告公

表システムの管理運営に支障をきたすおそ

れがあると認められる場合には、認可会員に

よる報告公表システムの利用を停止するこ

とができる。 

第 17 条 本協会は、投資者の保護及びＰＴＳ

システムの管理運営に支障をきたすおそれ

があると認められる場合は、認可会員による

ＰＴＳシステムの利用を停止することがで

きる。 
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第 ３ 節  認可業務による取引所外売買に

係る売買価格等の閲覧 

（ 新   設 ） 

  

 （認可業務による申込みに係る価格等の閲

覧） 

 

第 17 条の２ 認可会員は、認可業務により申

込みを行った場合には、細則で定める方法に

より、申込み後５分以内に、次の各号に掲げ

る事項を閲覧することができる状態に置か

なければならない。 

（ 新   設 ） 

１ 銘柄名  

２ 申込みに係る売り又は買いの別  

３ 申込みに係る価格  

４ 申込みに係る数量  

５ 申込みの時刻  

６ その他本協会が必要と認める事項  

２ 認可会員は、前項の状態に置いた申込みに

係る同項各号に掲げる事項について、正確か

つ最新の内容に保たなければならない。 

 

３ 認可会員は、申込みに係る第１項各号に掲

げる事項について、他の認可会員との間での

比較が可能な形で、前２項の規定による措置

をとることとする。 

 

４ 認可会員は、本協会がやむを得ないと認め

る事由として細則で定める事由により、申込

みに係る第１項各号に掲げる事項について、

前３項の規定による措置をとることができ

ない場合には、当該事由の消滅後速やかに、

当該措置をとらなければならない。 

 

５ 前各項に定めるもののほか、この条の規定

による措置に関し、認可会員が遵守しなけれ

ばならない事項は、本協会が別に定める。 

 

  

 （認可業務による売買価格等の閲覧）  

第 17 条の３ 認可会員は、認可業務により売

買を成立させた場合には、細則で定める方法

により、売買成立後５分以内に、次の各号に

（ 新   設 ） 
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掲げる事項を閲覧することができる状態に

置かなければならない。 

１ 銘柄名  

２ 売買価格  

３ 売買数量  

４ 売買成立日時  

５ その他本協会が必要と認める事項  

２ 前条（第１項を除く。）の規定は、前項に

規定する認可会員が認可業務により売買を

成立させた場合について準用する。 

 

  

平成 19年９月 18日改正付則 平成 19年９月 18日改正付則 

 この改正は、平成19年９月30日から施行す

る。 

１ この改正は、平成19年９月30日から施行す

る。 

（ 削   る ） ２ 第16条のＰＴＳシステム負担金は、当分の

間、徴収しないものとする。 

  

付      則  

 この改正は、平成 28 年９月５日から施行す

る。 
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「「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」に関する細則」 

の一部改正について 

 

平成 26 年７月 15 日 

（下線部分改正） 

新 旧 

  

 （売買価格等）  （売買価格等） 

第 ４ 条  （ 現行どおり ） 第 ４ 条  （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ２ 前項の規定は、規則第９条第１項第３号に

掲げる申込みに係る価格及び同条第２項第

２号に掲げる売買価格について準用する。 

  

 （売買価格等の公表等）  （売買価格等の公表等） 

第 ５ 条 本協会は、規則第９条第１項各号及

び第２項各号並びに第14条第１項各号及び

第２項各号に掲げる事項を会員に通知する

ときは、報告公表システムの外部接続による

方法又はこれに準じた方法により行うもの

とする。 

第 ５ 条 本協会は、規則第９条第１項及び第

２項の規定に基づき同項各号の事項を会員

へ通知するときは、報告公表システムの外部

接続による方法又はこれに準じた方法によ

り行うものとする。 

２ 本協会は、規則第９条第３項及び第14条第

３項の規定に基づき日々取りまとめ、公表す

る一日の申込みに係る価格及び数量等に係

る情報については、申込みが行われた日の翌

営業日の午前８時30分までに報告公表シス

テムを通じて報告が行われたものを、当該翌

営業日の午前11時00分までに、報告公表シス

テム又はこれに準じた方法により、公表す

る。 

（ 新   設 ） 

３ 本協会は、規則第９条第４項及び第14条第

４項の規定に基づき日々取りまとめ、公表す

る一日の売買価格及び売買数量等に係る情

報については、売買が成立した日の翌営業日

の午前８時30分までに報告公表システムを

通じて報告が行われたものを、当該翌営業日

の午前11時00分までに、報告公表システム又

はこれに準じた方法により、公表する。 

２ 規則第９条第３項に基づき日々取りまと

め、公表する一日の売買価格、売買数量の情

報は、報告公表システムの稼働時間中に報告

公表システムを利用して報告が行われたも

のを速報として翌営業日の午前11時00分ま

でに、報告公表システムの稼働時間以外の報

告を含めたものを確定情報として翌々営業

日の午前11時00分までに、報告公表システム

又はこれに準じた方法により、それぞれ通知
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するとともに、公表する。 

  

 （認可業務による申込みに係る価格等の閲

覧） 

 

第 ７ 条 規則第 17条の２第１項及び第 17条

の３第１項に規定する細則で定める方法は、

報告公表システムのウェブサイトを利用す

る方法とする。 

（ 新   設 ） 

２ 規則第 17条の２第４項（同第 17条の３第

２項において準用する場合を含む。）に規定

する細則で定める事由は、報告公表システム

の稼働の休止又は支障の発生その他本協会

がやむを得ないと認める事由とする。 

 

３ 認可会員は、規則第 17条の２及び第 17条

の３の規定による措置に関し、第１項に規定

する報告公表システムのウェブサイトを利

用することについて、本協会に対し、負担金

を支払わなければならない。 

 

  

付      則  

１ この改正は、平成 28 年９月５日から施行

する。 

 

２ 第７条第３項の負担金は、当分の間、徴収

しないものとする。 
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「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に係る通知に関するガイドライン」 

の一部改正について 

 

平成 26 年７月 15 日 

（下線部分改正） 

新 旧 

  

 上場株券等の取引所金融商品市場外での売

買等に関する規則（以下「規則」という。）第

９条及び第 14 条並びに「上場株券等の取引所

金融商品市場外での売買等に関する規則」に関

する細則第５条に規定する通知の方法につい

ては、会員に通知する事項が記録されたファイ

ルを報告公表システム（規則第２条第４号）に

保存し、当該会員の閲覧に供することにより、

当該会員が当該事項を確認することができる

状態に置く方法を含むものとする。 

 上場株券等の取引所金融商品市場外での売

買等に関する規則（以下「規則」という。）第

９条及び第 14 条並びに「上場株券等の取引所

金融商品市場外での売買等に関する規則」に関

する細則第５条に規定する通知の方法につい

ては、会員に通知する事項が記録されたファイ

ルを報告公表システム（規則第２条第４号）又

はＰＴＳシステム（規則第２条第７号）に保存

し、当該会員の閲覧に供することにより、当該

会員が当該事項を確認することができる状態

に置く方法を含むものとする。 

  

以  上 以  上 

  

付      則  

 この改正は、平成28年９月５日から施行す

る。 

 

  

 



「取引所外売買業務の見直しに伴う「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規

則」等の一部改正について（案）」に対するパブリック・コメントの結果について 

 

平成 26 年７月 15 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

 本協会では、取引所外売買業務の見直しに伴う「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等

に関する規則」等の一部改正について、平成 26 年５月 27 日から６月 27 日までの間、パブリック・

コメントの募集を行った。 

 その間に寄せられた意見は特になかったので、原案のとおり、規則改正を行うこととする。 

 ただし、当該一部改正の前提となる「金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部を改正する

内閣府令」の施行期日が平成 28 年９月５日とされたことから、当該一部改正の施行期日について

も、同日とするよう、改正付則の規定の内容を修正することとする。 

 

 

以  上 


	01_頭書
	02_趣旨骨子・新旧対照表
	00_趣旨骨子（取引所外売買規則等）_20140715(0710)
	01_規則改正新旧対照表（取引所外売買規則）_20140715(0710)
	02_規則改正新旧対照表（取引所外売買細則）_20140715(0710)
	03_規則改正新旧対照表（取外通知ガイドライン）_20140715(0710)

	03_意見募集結果

